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斑鳩町立斑鳩幼稚園 重要事項説明書 
〈令和７年５月１日 現在〉 

 

 １ 事業者  

 

事 業 者 の 名 称 斑鳩町 

代 表 者 の 氏 名 斑鳩町長 中西 和夫 

法 人 の 所 在 地 奈良県生駒郡斑鳩町法隆寺西３丁目７番１２号 

法人の電話番号 ０７４５－７４－１００１ 

 

 ２ 事業の目的  

 

教育基本法及び学校教育法に従い、就学前の子どもに幼児教育を提供すること。 

 

 ３ 運営方針  

 

「和」の精神のもと、幼児期にふさわしい環境を創造し、あそびを通して共に生き

る力と豊かな人間性の基礎づくりをする。 

－心はずませ、生き生きとあそぶ自発的活動を通して、主体的に遊び、自ら考える

子どもを育てる－ 

 

 ４ 幼稚園の概要  

 

名 称 斑鳩町立斑鳩幼稚園 

所 在 地 奈良県生駒郡斑鳩町法隆寺南１丁目１３番１５号 

電 話 番 号 ＴＥＬ：０７４５－７４－２３５３（ＦＡＸ兼用） 

創 立 年 月 日 昭和４９年４月１０日 

園 長 氏 名 下村 知子 

利 用 定 員 １８０人（３歳児：４０人、４,５歳児：１４０人） 

園 医 等 

内科  坂本医院 坂本 貞和 

眼科  かじもと眼科クリニック 梶本 秀和 

歯科  吉村歯科医院 吉村 貴人 

耳鼻科 おおさか耳鼻咽喉科 大坂 正浩 

薬剤師 すこやか薬局 應矢 志図香 
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 ５ 開園日・開園時間及び休園日  

 

開 園 日 月曜日から金曜日まで 

休 園 日 

土曜日,日曜日,国民の祝日に関する法律に規定する休日 

夏期休業日 ７月２１日から８月３１日まで 

冬期休業日 １２月２４日から翌年１月６日まで 

春期休業日 ３月２５日から４月５日まで 

創立記念日 ５月１０日 

教 育 時 間 

【月、火、木、金曜日】 

午前９時から午後３時まで（午前８時３０分から受入可能） 

【水曜日】 

午前９時から正午まで（午前８時３０分から受入可能） 

※年少児：入園当初、学期末  年中・年長児：学期末 

短縮保育となります。 

預 か り 保 育 

【実施する日時】 

午後３時から午後５時３０分まで（月、火、木、金曜日） 

正午から午後５時３０分まで(水曜日) 

午前８時３０分から午後５時３０分まで（長期休業時） 

※半日保育時及び長期休業時は給食がありませんのでお弁当を

ご持参ください。 

【実施しない日】 

① 土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休

日、創立記念日、年末年始（１２／２９～１／３） 

② その他園長が指定した日 

 

 ６ 施設の概要  

 

敷 地 面 積 ３，４８５㎡ 

建 物 鉄筋コンクリート造２階建て 園舎：１，００４㎡ 

施 設 の 内 容 
保育室：６室,遊戯室：１室,職員室：１室 

運動場：９９５㎡ 

 

 ７ 職員体制  

 

職  名 員 数（常勤） 員 数（非常勤） 

園  長 １人 － 

教  諭 ３人 １人 
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特別支援担当教諭 － ６人 

保 育 補 助 員 － １人 

事 務 員 － １人 

給 食 補 助 員 － ４人 

 

 ８ 学級編制  

 

学級 組名 学級数 

年少 ３歳児クラス  あか １ 

年中 ４歳児クラス き １ 

年長 ５歳児クラス あお １ 

 

 ９ 保護者の負担  

 

(1)保育料  

無料 

(2)保育料以外の費用 

保護者にご負担いただくものとして以下のものがあります。 

①  給食費 １食 ：４９１円（牛乳代を含む）ですが、町から２１５円（調理洗

浄業務）と６４円（食材費の一部）の補助があるため、保護者負担額は、１食

２１２円になります。給食回数分だけ引き落としになります。 

さらに、一定所得以下世帯の園児及び第３子以降の園児については、１食１５

０円（副食材費）の補助があり、この場合の、保護者負担額は、１食６２円に

なります。なお、欠席された場合の返金は行いません。 

② ＰＴＡ会費 毎月 ２６０円 

③ 教材費 毎月 ：５００円 

④ 絵本代 毎月 ：４５０円程度 

⑤ 日本スポーツ振興センター加入金保護者負担金 年１回：２１０円 

⑥ 上記のほか、入園時に制服やリュックサックなど必要に応じて購入いただき

ます。また、遠足代など必要な実費は随時徴収します。 

以上の費用は、業者の値上げ等で変更になる場合があります。 

(3)預かり保育料 

園児１人につき日額 ３００円 

 

〇 利用料の減免  

※減免を受けるためには、申請が必要となります。 
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減免対象となる世帯 減免後の利用料 

生 活 保 護 世 帯 ０円 

市町村民税非課税世帯 日額１５０円 

多 子 世 帯 
小学３年生以下の兄、姉から数えて２人目の園児は

日額１５０円、３人目以降の園児は０円 

 

〇 利用料の無償化  

※無償化の対象となるためには、申請が必要となります。 

保護者が「保育の必要性の基準」のいずれかに該当する場合は、預かり保育利

用料が幼児教育無償化の対象となります。詳しくは、町教育委員会事務局総務課

にお問合せください。 

 

 １０ 給  食  

 

実 施 方 法 

株式会社タクサンよりクックチル調理をし、幼稚園で温か

い給食を提供します。 

保護者の方へは、毎月月末に翌月の献立表をお配りしま

す。 

ア レ ル ギ ー 等 

へ の 対 応 

アレルギーが有る場合、保護者の申出書を幼稚園に提出し

てください。欠食される場合は、お弁当をご持参ください。 

 

 １１ 年間行事予定  

 

月 行事内容 

４月 入園式  家庭訪問 

５月 こどもの日の集い 保育参観 春の遠足 各種健康検査  

６月 園外保育 サツマイモの苗植え プール遊び 

７月・８月 プール遊び 七夕まつり 個人面談 夏祭り 夏季保育 

９月 運動会ごっこ 

１０月 運動会  秋の遠足 芋ほり 

１１月 親子交通安全教室 園外保育 休日参観 駆け足 

１２月 個人懇談 子どもの広場 クリスマス会 

１月 お正月あそび 



5 

２月 節分豆まき 生活発表会   

３月 ひな祭り 一日体験入園 お別れ会 保育参観 修了式 

※ 小学校、保育園との交流や未就園児との交流を予定しています。 

 

 １２ 利用上の留意事項  

 

(1) 登園時間について 

午前８時３０分から午前９時までの間に登園してください。 

(2) 欠席する場合又は登園の時間が遅れる場合 

当日に欠席の連絡をする場合又は登園が遅れる場合は、当日の午前９時までに

ご連絡願います。 

(3) お迎えが遅れる場合 

お迎えが遅れる場合は、必ずご連絡願います。 

(4) 毎朝の体調等の確認 

登園前に必ず健康状態等の確認を行ってください。なお、熱がある場合や体調

不良の時は、登園を控えてください。 

(5) 感染症について 

麻疹（はしか）・百日咳・水疱瘡・耳下腺炎等の感染症にかかった場合は、登

園停止期間を経過し、医師の許可をもらってから登園してください。 

(6) 与薬について 

   「お薬依頼書」を持参して手渡しで担任に渡してください。 

 

 １３ 健康診断等  

 

(1) 健康診断・歯科検診・内科検診・眼科検診・耳鼻科検診 

年１回、嘱託医が検診をします。検診の結果については、「けんこうのきろ

く」に記載してお知らせします。緊急を要する場合は、個別にお知らせします。 

(2) 身体測定 

毎月、身長・体重の測定を行います。結果については、「けんこうのきろく」

に記載してお知らせします。 

 

 １４ 緊急時の対応  

 

当園には、緊急時対応のため斑鳩幼稚園情報システム「すぐーる」がありますの

で、必ず登録をお願いします。 

また、園児に体調不良等の容体の変化があった場合は、保護者に連絡いたします。

保護者と連絡が取れない場合には、幼児の身体の安全を最優先させ、しかるべき対処

を行いますので、あらかじめご了承願います。 
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 １５ 非常災害時の対応  

 

非 常 時 の 対 応 別に定める消防計画書により対応いたします。 

防 災 設 備 
・自動火災報知器 ・煙感知器 ・誘導灯 

・緊急地震速報受信装置 

避難・消火訓練 
地震、火災、不審者を想定した避難訓練を月１回程度実施

しています。 

 

 １６ 保育内容に関する相談・苦情窓口  

 

要望・苦情等を受付けた場合には、適切に対応し、改善を図るよう努めます。 

 

解決責任者：園長 下村 知子 

受付担当者：教諭 青木 奈々子 

※担当者が不在の場合は、当園職員までお申し出ください。 

ＴＥＬ：０７４５－７４－２３５３（ＦＡＸ兼用） 

 

 １７ 利用者に対しての保険会社・保険の種類・保険金額  

 

独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度に加入します。 

詳しくは、別途配布する「災害共済給付制度」のお知らせをご確認ください。 

 

 １８ 個人情報の取扱い  

  

 教育の提供にあたって、職員及び職員であった者が職務上知り得た個人情報や秘密

は、法令の場合を除くほか、保護者の同意を得ずに第三者に提供することはありませ

ん。 

 なお、次に掲げる場合には、法令に基づき第三者に対し個人情報の提供をすること

又は使用することがあります。 

 (1) 個人情報の提供 

  ア 小学校就学の際には、園児の指導要録を法令に基づき入学予定の小学校へ送

付することとされており、教育に関する記録等について入学予定の小学校へ情

報提供を行います。 

  イ 緊急を要するとき 

    緊急時において、病院その他関係機関に対し必要な情報提供を行うことがあ

ります。 

 (2) 個人情報の使用 

  ア 届出のあった子ども及び世帯の情報は、教育の提供に必要な範囲に限って使

用します。 
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  イ 幼稚園とPTAが個人情報を共有する場合は、必要最低限にとどめ、適切に管理

します。 

 

 また、個人情報の観点から、幼稚園での写真・ビデオ等の撮影については、あくま

でも“自分のお子さん”を中心にして、撮られたものもご家庭で楽しむ範囲内に留め

ていただくようになります。 

 

当園における教育の提供を開始するに当たり、本書面に基づき重要事項の説明を行

いました。 

 

 

令和 ７ 年 ５ 月 １ 日 

 

 

斑鳩町立斑鳩幼稚園 園長 下村 知子 
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斑鳩町立斑鳩幼稚園 重要事項説明書に関する同意書 
 
 
斑鳩町立斑鳩幼稚園 園長 宛て 

 

 

私は、斑鳩町立斑鳩幼稚園の利用に当たり、重要事項の説明を受け同意いたしました。 

 

 

令和  年  月  日 

 

 

 

保護者名 住 所                    

 

 

氏 名                    

 

 

園児名                    

 

 

園児との関係                   

 


